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郵政民営化法等の一部を改正する法律案の国会提出について 

 
ＪＡバンク  

ＪＦマリンバンク  
農林中央金庫  

 
６月 11日、郵政民営化法等の一部を改正する法律案（以下「改正案」という。）が衆議院へ提

出されました。 
 
郵貯事業改革の目的は、国際的に類を見ない規模に肥大化した郵貯事業を段階的に縮小し、将

来的な国民負担の発生懸念を減ずるとともに、民間市場への資金還流を通じ、国民経済の健全な発
展を促すことにあります。私ども銀行界としても、「民でできるものは民で」という考え方に沿う政策として、
これまで賛同してきました。 
本改正案では、昨年 6月に提出された法律案と同様、日本郵政に対し、当分の間、ゆうちょ銀行株

式の 3分の 1超の保有義務を課すこととされています。当該持株比率規制については、改正案の附則
において、「当分の間、3年ごとの郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証の際に、郵政民営
化委員会および政府が見直しを検討する」こととされていますが、私ども銀行界としては、引き続き、でき
る限り早期に、日本郵政が保有する金融二社の全株式処分に向けた取組みが着実に進むことを期待
いたします。 

 
また、ゆうちょ銀行に政府の関与が間接的に残っている状態で、上乗せ規制を緩和・撤廃し、民間金

融機関と同様の業務を行えるかたちとすることは、公正な競争条件の確保の観点から認められるべきで
はありません。ゆうちょ銀行が仮に民間金融機関と同様の業務を展開した場合、地域金融機関への影
響は甚大です。地域における信用創造機能やコンサルティング支援機能の低下等を通じて、地域の金
融システムや地域経済へ悪影響が及ぶことが懸念されます。 
加えて、改正案の附則において、「上記検証の際に、上乗せ規制の在り方について郵政民営化委員

会および政府が検討する」こととされていますが、私ども銀行界としては、ゆうちょ銀行に間接的な政府出
資が残る限り、上乗せ規制は緩和されるべきではないと考えています。また、今後の検討に当たっては、
間接的な政府出資が当分の間残ることを前提に、改めて民間金融機関との公正な競争条件が確保さ
れているか検討されることが重要と考えています。 

 
ＪＡバンク・ＪＦマリンバンクは日本全国の農山漁村に広く店舗を展開しており、農業者や漁業者等

への金融サービスの提供を通じて、わが国の農林水産業や地域社会・経済を支えております。こうした地
域においては、ゆうちょ銀行とは直接的な競合関係にある一方で、全国ネットワークを通じて各地域で幅
広いサービスを提供している郵便局とは、農林水産業・地域の持続的な発展に向け、連携・協調できる
部分が存在すると考えます。  



こうした連携・協調が実を結ぶには、ゆうちょ銀行と私ども民間金融機関が公正な競争条件のもとで共
存し、安定した地域の金融システムを維持することを通じて、地方経済・地域社会を発展させていくこと
が重要と認識しております。  

 
今後の法案に係る審議に当たっては、私ども銀行界を含む民間金融機関からの意見を十分に考慮

し、建設的な議論を進めていただくことを強く期待いたします。 
 

以  上 


